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四万十町教育委員会会議録（平成３０年８月定例会） 

 

 

１．日 時   平成３０年８月７日（火）９：００～１０：００ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者 

 教 育 長  川上哲男 

 教 育 委 員  宮﨑正行  岡林雅子  横山順一 

 事 務 局  教育次長     熊谷敏郎 

生涯学習課    課長  林 瑞穂 

学校教育課    課長  西谷典生  副課長  東 孝典 

教育対策監  青木和香 

教育研究所    所長  岡 澄子 

 

４．傍聴者 

  ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （宮﨑委員） 

（４）議題 

①議案第１号 平成３０年度就学等教育支援委員会委員の委嘱及び任命について 

②議案第２号 四万十町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則について 

③議案第３号 平成３１年度以降に使用する中学校道徳科用図書の決定について 

④議案第４号 平成３１年度に使用する小学校教科用図書の決定について 

（５）協議事項 

①平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価について 

（６）報告事項 

なし 

（７）その他 

①運動会・体育祭の参加調整について 

②臨時教育委員会及び定例教育委員会の日程調整について 

③学校適正配置計画について 

④文化的施設整備について 

 

６．議 事 

教育長 ： それでは、これより四万十町教育委員会、平成３０年８月定例会を開会したいと思

います。傍聴人はおりません。 

      議題に入る前に、議案第１号、議案第３号、議案第４号及び協議事項①につきまし

ては、個人情報を含んだ案件及び県等に報告し公開となるまでの意志決定過程の情報
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であるため、公開することにより支障が生じる恐れがあると考えられますので、会議

を非公開としたいと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 異議ないものと認めまして、議案第１号、第３号、第４号及び協議事項①につきま

しては、非公開といたします。 

      それでは、議題に入っていきたいと思います。議案第１号 平成３０年度就学等教

育支援委員会委員の委嘱及び任命について、事務局の説明を求めます。 

     

       （事務局より、議案第１号 平成３０年度就学等教育支援委員会委員の委嘱及び

任命について、説明する。） 

     

教育長 ： 委員の皆さんの意見をお聞きしたいと思います。何かご意見等ございませんか。 

宮﨑委員： 去年、意見が出たところで、校長会の方からは、去年まで会長、副会長という形で

したが、今回は向こうへ選定のお願いをしたり、変えたところはありますか。 

西谷学校教育課長： 特に変えたところはないです。 

宮﨑委員： 分かりました。 

教育長 ： 委員の皆さん、何かご意見等ございませんか。よろしいですか。 

      それでは、議案第１号 平成３０年度就学等教育支援委員会委員の委嘱及び任命に

ついて、ご異議もないということでございますので、承認ということで、よろしいで

しょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 議案第１号 平成３０年度就学等教育支援委員会委員の委嘱及び任命について、は

承認されました。続いて、議案第２号 四万十町招致外国青年就業規則の一部を改正

する規則について、事務局の説明を求めます。 

   

       （事務局より、議案第２号 四万十町招致外国青年就業規則の一部を改正する規

則について、説明する。） 

    

教育長 ： 委員の皆様の意見を伺います。何かご意見等ございませんか。 

横山委員： 質問ですが、外国語指導助手で高等学校で助手の仕事をされるというのはないんで

すか。 

西谷学校教育課長： 今のところは、ないです。 

横山委員： 県のＡＬＴがいるのですか。 

西谷学校教育課長： そうです。小学校と中学校で手いっぱいになってますので、今のところは、派遣を

していません。 

教育長 ： 委員の皆さん、ご意見等ございませんか。 

横山委員： ５ページの一部改正する規則のところですが、「国語理解教育」は、外国語ではない

ですか。 

西谷学校教育課長： 外国語です。申し訳ないです。 

教育長 ： それでは、先ほど横山委員が言われた、５ページになりますが、「国語理解教育」と

いうところを外国語理解教育ということで訂正をお願いしたいと思います。 

      他、皆さん、よろしいですか。 

      それでは、議案第２号 四万十町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則につ
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いて、承認ということでよろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 議案第２号 四万十町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則について、は承

認されました。続きまして、議案第３号 平成３１年度以降に使用する中学校道徳科

用図書の決定について、事務局の説明を求めます。 

       

       （事務局より、議案第３号 平成３１年度以降に使用する中学校道徳科用図書の

決定について、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、事務局から説明がありました。第２回高岡地区教科用図書採択協議会にお

いて、中学校 種目、道徳の採択教科用図書、発行者名、日本文教出版との報告があ

りました。採択協議会の決定を受けて、教育委員会の意見を求めるということです。

本日、決定いただいたことについては、８月９日木曜日までに四万十町教育委員会の

採択結果を高岡地区教科用図書採択協議会に報告するということになります。  

四万十町教育委員会も前回の会で、日本文教出版を選定していましたので、高岡地

区教科用図書採択協議会の結果と同様、平成３１年度以降に使用する中学校道徳科用

図書は、日本文教出版ということになりますけれども、よろしいでしょうか。皆さん

のご意見を伺いたいと思いますが、よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、ご異議がないようでございますので、議案第３号 平成３１年度以降に

使用する中学校道徳科用図書の決定について、日本文教出版に決定をさせていただき

ます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、議案第４号 平成３１年度に使用する小学校教科用図書の決定について、

事務局の説明を求めます 

   

        （事務局より、議案第４号 平成３１年度に使用する小学校教科用図書の決定

について、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、事務局から説明がありました。これも前回の四万十町教育委員会で、４年

間の使用実績を踏まえて、平成２６年度採択における小学校教科用図書を使用すると

いうことで決定させていただいていたわけですけれども、今回、高岡地区教科用図書

採択協議会も４年間の使用実績を踏まえて、平成２６年度採択における小学校教科用

図書を使用するという決定をしているところです。これについては、四万十町教育委

員会また採択協議会も一致しています。このことについて、皆さん、ご意見等ござい

ませんか。 

      それでは、ご意見、ご異議もないということでございますので、議案第４号 平成

３１年度に使用する小学校教科用図書の決定について、４年間の使用実績を踏まえ、

平成２６年度採択における小学校教科用図書を使用するということに決定をさせてい

ただきたいと思います。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、次に協議事項に入らせていただきます。協議事項 ①平成２９年度四万

十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価について、事務局の説明を求めます。 
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        （事務局より、協議事項 ①平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状

況の点検・評価について、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。小休といたします。 

  

（小休止） 

 

教育長 ： それでは、正常に復させていただきまして、協議事項ということで、平成２９年度

四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価について、先ほど説明がありまし

た。このことについて、四万十町教育委員会の自己点検・自己評価シートを委員の皆

さんに、記入をしていただいて、８月２２日水曜日までに事務局まで結果を報告して

いただきたいと思います。 

      他、何か委員さんのほうからお聞きしたいこと、ご意見などございませんか。よろ

しいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、協議事項を終わらせていただきます。 

      ５番の報告事項はございません。その他に移ります。その他 ①運動会・体育祭の

参加調整について、事務局の説明をお願いします。 

      

        (事務局より、その他 ①運動会・体育祭の参加調整について、説明し日程調整   

       を行った。） 

 

教育長 ： その他 ①運動会・体育祭の参加調整について、それぞれの委員の皆様において、

運動会また体育祭への参加をよろしくお願いをいたします。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： その他 ②臨時教育委員会及び定例教育委員会の日程調整について、これは、協議

事項 ①平成２９年度四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価について、

臨時教育委員会を開催したいと考えております。日程については、８月２９日水曜日、

午前９時からを予定しておりますが、皆さん、よろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、定例教育委員会ですが、９月定例委員会は議会がありますので、９月４日

火曜日、臨時教育委員会が終わってすぐにはなりますが、９月定例教育委員会を９月

４日火曜日午前９時から行いたいと思いますので、予定をしていただきたいと思いま

す。この場所で予定したいと思いますが予定が入っていれば変更になりますので、ま

た通知で連絡をさせていただきます。その他 ②臨時教育委員会及び定例教育委員会

の日程調整について、はよろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： その他ということで事務局からございませんか。 

 

        （事務局より、その他 ③学校適正配置計画について、説明する。） 

 

教育長 ： 学校適正配置計画について、今からのスケジュール、予定ということです。何かお
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聞きしておきたいことはないですか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： その他に事務局からございませんか。 

 

        （事務局より、その他 ④文化的施設整備について、説明する。） 

 

教育長 ： 四万十町の文化的施設、現在、検討委員会をつくって、それぞれ年間スケジュール

に沿った形で活動をしています。また、今後の予定で平成３０年度以降のスケジュー

ルについても記載をしているところです。委員の皆さん、何かお聞きしたいところな

どはありませんか。よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： その他ということで、次に私のほうから、大会中における事故ということでご報告

をしておきたいと思います。 

      小休で行いたいと思います。 

 

 （小休止） 

 

教育長 ： それでは、正常に復させていただいて、以上で本日の日程は全て終了いたしました

ので、教育委員会、平成 30年８月定例会を閉会します。 

 

（閉会） 

 

 

８月の臨時委員会予定   平成３０年８月２９日（水） 

９月の定例委員会予定   平成３０年９月 ４日（火） 

 

 

 

        教育長 ：                      

 

 

 

        署名人 ：                       

 


